
　　

 

 

     

     
    今回は平成28年度税制改正大綱の中で、住宅ローン控除等に関する改正、 
  居住用財産（マイホーム）の特例適用期限延長について説明致します。 
  
   ◆住宅ローン控除等の適用範囲の拡充 
    平成２８年４月１日以後、非居住者が非居住期間中に住宅の新築・取得又は 
   増改築等をした場合でも、住宅ローン控除等が適用できるようになりました。 
    これにより、海外転勤をしていた人や海外に住んでいた人が、帰国するため 
   日本に住宅を購入したり、日本に所有する住宅をリフォームする際、住宅ローン 
   控除等を適用できるようになります。 
    対象となる制度は以下のとおりです。 
   
    ・住宅借入金等を有する場合の税額特別控除（所得税・住民税） 
    ・特定の増改築等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 
                              （住宅ローンあり） 
    ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 
                              （自己資金による） 
    ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除等 
 

    ◆居住用財産（マイホーム）の特例適用期限延長 
    下記の所得税・住民税の特例が平成２９年１２月３１日まで延長になりました。 

 
    ・特定居住用財産の買換え・交換特例 
       →特定のマイホームの買換え等にあたり譲渡益が生じた場合 
    ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

       →マイホーム買換え等で譲渡損失が生じた場合 
    ・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

       →マイホームを売却しても住宅ローンが残り、譲渡損失がある場合 
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